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F-113 吸入ステロイド剤等の算定がないサルメテロールキシナホ酸塩の

算定について 

 

《令和 6 年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 気管支喘息に対する吸入ステロイド剤等の算定がないサルメテロール

キシナホ酸塩（セレベント 50 ディスカス）の算定は、原則として認めら

れない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 サルメテロールキシナホ酸塩（セレベント 50 ディスカス）については、

添付文書の効能又は効果に関連する注意に「気管支喘息治療の基本は、吸

入ステロイド剤等の抗炎症剤の使用であり、吸入ステロイド剤等により症

状の改善が得られない場合、あるいは患者の重症度から吸入ステロイド剤

等との併用による治療が適切と判断された場合にのみ、本剤と吸入ステロ

イド剤等を併用して使用すること。」と示されている。 また、重要な基本

的注意に「本剤は吸入ステロイド剤等の抗炎症剤の代替薬ではないため、

患者が本剤の使用により症状改善を感じた場合であっても、医師の指示な

く吸入ステロイド剤等を減量又は中止し、本剤を単独で用いることのない

よう、患者に注意を与えること。」と示されている。 

 以上のことから、気管支喘息に対する吸入ステロイド剤等の算定がない

当該医薬品の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


